
石川県 宿泊運営事業者
（補助対象者） 住宅所有者

住宅所有者との
合意

宿泊運営事業者との
合意

宿泊運営に必要となる
改修工事の実施

交付額確定通知書の
受け取り

請求受付

補助金振込 補助金受領

・原則２年間は支援者のための宿泊施設として運営すること。
・支援者宿泊施設としての需要がなくなり、他の用途として活用
する場合は、活用方針について予め市町に相談を申し出ること。

（別紙資料） 石川県支援者受入環境整備事業費補助金交付の流れ

実績報告書（７号）
の提出報告書受付・内容確認

補助金交付申請書
（１号）の提出

（添付書類）
・見積書、誓約書（２号）、承諾書（３号）、県税の納税証明書、
間取り図等の図面、賃貸借契約書または不動産売買契約書の写し

※予め市町確認欄の確認を受けること

申請書受付・内容確認

【改修工事の実施】

交付額確定通知書
（８号）の送付

補助金交付請求書
（９号）の提出

内容の変更があれば
変更等申請書（５号）
を提出

補助金交付決定通知書
（４号）の送付

・承諾書（３号）
・賃貸借契約または不
動産売買契約の締結

必要に応じ、建築基準
法に基づく建築確認申
請等の手続きを実施

（添付書類）
・事業費を確認できる書類、写真、
旅館業営業許可証の写しまたは住宅宿泊事業法に基づく届出の写し

（必要に応じ）
県への事前相談


